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（第１３号議案） 

第１条 中野区個人情報の保護に関する条例（平成２年中野区条例第２号）新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第６条 （略）  第１条～第６条 （略） 

（審議会の所掌事項）  （審議会の所掌事項） 

第７条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。 第７条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

⑴ 第１１条第２項、第１２条第１項第５号、第

１７条第１項第４号、第１８条第１項第４号、

第１９条第１項本文、第２０条第１項ただし書

及び第２項本文、第２１条第１項第３号並びに

中野区住民基本台帳ネットワークシステムに

係る本人確認情報等の保護に関する条例（平成

１５年中野区条例第３４号。以下「住基条例」

という。）第１０条第２項及び第１１条第２項

の規定に基づき実施機関から諮問のあった事

項について審議すること。 

⑴ 第１１条第２項、第１２条第１項第５号、第

１７条第１項第４号、第１８条第１項第４号、

第１９条第１項本文、第２０条第２項本文、第

２１条第１項第３号並びに中野区住民基本台

帳ネットワークシステムに係る本人確認情報

等の保護に関する条例（平成１５年中野区条例

第３４号。以下「住基条例」という。）第１０

条第２項及び第１１条第２項の規定に基づき

実施機関から諮問のあった事項について審議

すること。 

⑵ （略） ⑵ （略） 

⑶ 次に掲げる番号法第２７条第１項に規定する

特定個人情報保護評価（以下「特定個人情報保

護評価」という。）に関して、実施機関の諮問

に基づき調査審議し、意見を述べること。 

⑶ 次に掲げる番号法第２６条第１項に規定する

特定個人情報保護評価（以下「特定個人情報保

護評価」という。）に関して、実施機関の諮問

に基づき調査審議し、意見を述べること。 

 ア 番号法第２８条第１項に規定する評価書に

記載された特定個人情報ファイル（番号法第

２条第９項に規定する特定個人情報ファイル

をいう。以下同じ。）の取扱いに関すること。 

 ア 番号法第２７条第１項に規定する評価書に

記載された特定個人情報ファイル（番号法第

２条第９項に規定する特定個人情報ファイル

をいう。以下同じ。）の取扱いに関すること。 

  イ 番号法第２８条第１項に規定する個人情報

保護委員会規則で定める特定個人情報ファイ

ルについての重要な変更に関すること。 

  イ 番号法第２７条第１項に規定する特定個人

情報保護委員会規則で定める特定個人情報フ

ァイルについての重要な変更に関すること。 

  ウ （略）   ウ （略） 

⑷ （略） ⑷ （略） 

２ （略） ２ （略） 

第８条～第１８条 （略） 第８条～第１８条 （略） 

（特定個人情報の提供に係る審議会への報告） （特定個人情報の提供に係る審議会への報告） 

第１８条の２ 実施機関は、番号法第１９条第１４

号に該当することにより、特定個人情報の提供を

したときは、審議会に報告しなければならない。 

第１８条の２ 実施機関は、番号法第１９条第１３

号に該当することにより、特定個人情報の提供を

したときは、審議会に報告しなければならない。 

第１９条～第１９条の３ （略） 第１９条～第１９条の３ （略） 
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 （電子計算組織への記録）  （電子計算組織への記録） 

第２０条 実施機関は、第１１条第１項各号に規定

する事項に関する個人情報を電子計算組織に記

録してはならない。ただし、法令の定めがあると

き又はあらかじめ審議会の意見を聴いて、実施機

関が特に必要があると認めるときは、この限りで

ない。 

第２０条 実施機関は、第１１条第１項各号に規定

する事項に関する個人情報を電子計算組織に記

録してはならない。 

２ （略） ２ （略） 

第２１条～第２５条 （略） 第２１条～第２５条 （略） 

（特定個人情報の削除等の請求） （特定個人情報の削除等の請求） 

第２５条の２ 区民は、実施機関が保管している自

己を本人とする特定個人情報が次の各号のいず

れかに該当するときは、実施機関に対し、当該各

号に定める特定個人情報の削除、利用の中止又は

提供の中止を請求することができる。 

第２５条の２ 区民は、実施機関が保管している自

己を本人とする特定個人情報が次の各号のいず

れかに該当するときは、実施機関に対し、当該各

号に定める特定個人情報の削除、利用の中止又は

提供の中止を請求することができる。 

 ⑴ 第１０条、第１１条第１項若しくは第１２条

第１項の規定に違反して収集されているとき、

第１７条の２の規定に違反して利用されている

とき又は番号法第２９条の規定に違反して作成

された特定個人情報ファイルに記録されている

とき 当該保管している特定個人情報の削除又

は利用の中止 

 ⑴ 第１０条、第１１条第１項若しくは第１２条

第１項の規定に違反して収集されているとき、

第１７条の２の規定に違反して利用されている

とき、又は番号法第２８条の規定に違反して作

成された特定個人情報ファイルに記録されてい

るとき 当該保管している特定個人情報の削除

又は利用の中止 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

２ （略） ２ （略） 

第２６条～第２９条 （略） 第２６条～第２９条 （略） 

（決定後の手続） （決定後の手続） 

第３０条 （略） 第３０条 （略） 

２ 実施機関は、開示等の請求に係る個人情報を提

供している場合において、前条第１項の規定によ

り、自己情報の訂正、削除若しくは外部提供の中

止をし、又は特定個人情報の削除若しくは提供の

中止をすることを決定したときは、その旨を当該

個人情報の提供先に対し通知しなければならな

い。 

２ 実施機関は、開示等の請求に係る個人情報を外

部提供している場合において、前条第１項の規定

により、訂正し、削除し又は外部提供を中止する

ことと決定したときは、その旨を当該外部提供を

受けているものに通知しなければならない。 

第３１条～第４５条 （略） 第３１条～第４５条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 
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第２条 中野区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例（平成２６年中野区条例第１６号）新旧

対照表 

改正案 現行 

第１条 中野区個人情報の保護に関する条例（平成

２年中野区条例第２号）の一部を次のように改正

する。 

第１条 中野区個人情報の保護に関する条例（平成

２年中野区条例第２号）の一部を次のように改正

する。 

（中略） （中略） 

第３０条第２項中「訂正」の次に「（次項の訂

正を除く。）」を加え、同条に次の１項を加える。 

第３０条に次の１項を加える。 

３ 実施機関は、第１項の規定により当該実施機

関が保管している個人情報（情報提供等記録に

限る。）の訂正を実施した場合において、必要

があると認めるときは、総務大臣及び番号法第

１９条第７号に規定する情報照会者若しくは情

報提供者又は同条第８号に規定する条例事務関

係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者

（当該訂正に係る情報提供等記録に記録された

者であって、当該実施機関以外のものに限る。）

に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知す

るものとする。 

３ 実施機関は、第１項の規定により当該実施機

関が保管している個人情報（情報提供等記録に

限る。）の訂正を実施した場合において、必要

があると認めるときは、総務大臣及び番号法第

１９条第７号に規定する情報照会者又は情報提

供者（当該訂正に係る情報提供等記録に記録さ

れた者であって、当該実施機関以外のものに限

る。）に対し、遅滞なく、その旨を書面により

通知するものとする。 

（中略） （中略） 

第２条 中野区個人情報の保護に関する条例の一部

を次のように改正する。 

第２条 中野区個人情報の保護に関する条例の一部

を次のように改正する。 

第２条中第５号を第６号とし、第４号を第５号

とし、第３号の次に次の１号を加える。 

⑷ 情報提供等記録 番号法第２３条第１項

及び第２項（これらの規定を番号法第２６条

において準用する場合を含む。）に規定する

記録に記録された特定個人情報をいう。 

第２条中第５号を第６号とし、第４号を第５号

とし、第３号の次に次の１号を加える。 

⑷ 情報提供等記録 番号法第２３条第１項

及び第２項に規定する記録に記録された特

定個人情報をいう。 

  第１７条の２第２項本文中「特定個人情報」の

次に「（情報提供等記録を除く。以下この項、第

２５条の２第１項、第２８条第１項及び第３０条

第２項において同じ。）」を加える。 

  第１７条の２第２項本文中「特定個人情報」の

次に「（情報提供等記録を除く。以下この項、第

２５条の２第１項及び第２８条第１項において同

じ。）」を加える。 

（中略） （中略） 

附 則 附 則 

 （施行期日）  （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 １ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。
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ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

 ⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ 第１条中中野区個人情報の保護に関する条例

第３０条第２項の改正規定及び同条に１項を加

える改正規定並びに第２条（同条例第２条及び

第１７条の２第２項の改正規定に限る。）の規

定 番号法附則第１条第５号に規定する規定の

施行の日 

 ⑷ 第１条中中野区個人情報の保護に関する条例

第３０条に１項を加える改正規定及び第２条

（同条例第２条及び第１７条の２第２項の改正

規定に限る。）の規定 番号法附則第１条第５

号に規定する規定の施行の日 

２～４ （略） ２～４ （略） 

 

附 則 

この条例は、平成２９年５月３０日から施行する。ただし、第１条中第７条第１項第１号の改正規定、同

項第３号イの改正規定（「特定個人情報保護委員会規則」を「個人情報保護委員会規則」に改める部分に限

る。）、第２０条第１項にただし書を加える改正規定及び第３０条第２項の改正規定並びに第２条の規定は、

公布の日から施行する。 


